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は じ め に

少子化、核家族化の進行や夫婦共働き世帯の増加及び女性の社会進出など社

会状況の変化の中で、保育ニーズが多様化しています。また、子育ての孤立化

や育児に対する負担感、不安感が増加し、今まで以上に子育て環境の充実が求

められています。こういった幼児を取り巻く環境が、著しく変化していること

を踏まえ、保育園、家庭を中核に地域社会と連携を図りながら、地域の中で幼

児を育てる支援が重要です。

下諏訪町においては、平成１５年度に子育て支援センターを開設、本年度は、

誕生祝金の支給、子育て応援カード事業、子育てガイドブックの配布事業と子

育て支援の充実を図ってきましたが、保育行政は、児童数の動向や保育のあり

方を考える中で、施設の耐震化や統廃合を含めた計画的な施設整備や保育内容

の質的充実を図る必要があります。

一方、厳しい行財政状況の中で、「下諏訪町総合計画」「下諏訪町行財政経営

プラン」や「次世代育成支援対策推進行動計画」との整合性を図るとともに「下

諏訪町保育園あり方検討委員会の答申」に沿った、安心、安全な保育園、効率

的かつ効果的な保育運営をめざし、子育て支援サービスの向上に努めていきま

す。町民の皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。

保育環境の充実をめざして

１ 保育園の現状と課題

①少子化の進行・・・入園児童の推移

平成１５年全国合計特殊出生率 １．２９人

平成１８年全国合計特殊出生率 １．３２人

（現在の人口を維持していくために必要な合計特殊出生率 ２．０８人）

■保育園別園児数の推移
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第６保 66 57 45 23 41 31 33 33 30 

第７保 127 98 101 

第８保 92 75 37 34 26 24 26 22 19 

一ッ浜 130 140 126 134 131 141 

計 958 752 637 519 544 533 523 506 500

S57 S61 H元 H6 H10 H14 H17 H18 H19



- 2 -

■園児入園者数推計

②共働き家庭の一般化と保育園利用の一般化

核家族化等による家庭形態の変化や育児休業法、男女雇用機会均等法に

よる職場環境の変化

③児童１人当たりの経費

平成１８年度は定員７５０人に対し、５０６人が入園し、児童１人当た

りの年間経費は、中規模の保育園(１００人以上)で年間約５０万円に対し、

小規模の保育園(２０人～３０人)では１１０万円と倍以上の経費がかかっ

ています。

現在(平成１８年度)

児 童 数 ２０人～３０人 ５０人～８０人 １００人以上 平均

一人当たりの経費 １１０万円 ７０万円 ５０万円 ７１万円

（資料３）

今後(平成２３年度)

児 童 数 第二保育園（１７０人） 第五保育園（１７０人） 一ッ浜保育園（１６０人） 平均

一人当たりの経費 ７４万円 ７０万円 ６７万円 ７１万円

（資料４）

④保育施設の老朽化（建替えや大規模改修の必要性）

平成 ２年新築開園 一ツ浜保育園

平成１２年改築、改修 第八保育園
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現状

第二保育園

昭和４６年３月建設

鉄筋コンクリート２階建

延べ床面積１４０２．３５㎡

避難地・避難施設

３６年経過

昭和５６年建築基準法前

建物

定員 １５０人

第五保育園

昭和４０年３月建設

木造一部２階建（一部増築）

延べ床面積 ８３５．２３㎡

避難地・避難施設

４２年経過

昭和５６年建築基準法前

建物

定員 １２０人

一ツ浜保育園

平成２年３月建設

鉄筋コンクリート２階建

延べ床面積１６３７．２２㎡

避難施設

１７年経過

定員 １８０人
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２ より充実した保育をめざして

子どもたちの、より安心、より安全な保育環境の整備のために、ひとつひと

つの課題をしっかり認識して、整理していかなければなりません。

全国各地で地震災害が相次いで発生しており、町は平成１４年に東海地震防

災対策強化地域に指定され、老朽化した保育園の安全対策には早急に取り組む

必要があります。合わせて少子化による児童の減少にも、対応していくことも

大きな課題です。

そのために、当町の保育行政は、児童数の動向や保育のあり方を考える中で、

施設の耐震化や統廃合を含めた計画的な施設整備や保育内容の充実を図ること

が必要と思われます。

今回の統廃合は、保育環境の整備と保育の充実、質の向上にあります。高ま

る保育ニーズに的確に対応し、安全な施設で、保育の質を上げ、児童数が減少

していく中で集団生活を学んでいくと同時に家庭的な暖かい環境で保育を進め

たいと考えております。

この統廃合計画は、総合的により充実した保育をめざすため、老朽化した園

を改築、改修により、より安全な園とする保育環境の整備と、０歳児を含む未

満児保育、早朝、長時間保育、一時保育などを全園で実施することにより、子

どもが安心して生活できる環境と、保護者が預けやすい保育条件の拡大、充実

が図られます。

中規模園での保育の充実については、小規模園での保育の利点として、地域

に密着した保育の良さ、自然環境に恵まれ、自然に触れ合えることが日常的で

あり、兄弟姉妹の関係のような人間関係の中で育つ思いやりの気持ちなど、子

どもの育ちにとって大切な要素を持っています。しかし、それらは規模の大小

に関わらず、中規模園でもその良さは継承していきたいと考えています。

従来培われてきた保育に加え、小規模園の良さであった自然に触れる保育、

縦の人間関係の中で育つ心を大切にする保育に加え、同年齢のクラス同士が関

わり、刺激しあい、色々な友達の中で自己形成していくことができると思いま

す。その中で統合によって、子どもの育ちがそこなわれることのないよう、一

人ひとりの子どもが育ち、集団も育つような保育の質を高めて行くことが、最

重要課題だと考えています。保育現場においても、今までの幼児教育研究を始

め、気になる子どもにもすべての保育士が専門知識を身につけ対応できるよう

に個人研修も進め、同年齢の複数クラスによる保育士同士が、刺激しあったり

り、相談していくことが、保育の質の向上につながると考えています。

また、厳しい行財政状況の中、効率的かつ効果的な運営をめざし、保育水準

を低下せずに経費節減に努めなければなりません。

現在７つある保育園を、３園に統合をすることで定員規模の平均化、保育環

境の整備、未満児保育や特別保育等の条件を統一するなど、より充実した保育

が図られると考えます。

○第二保育園の全面改築、第五保育園の全面改築及び「おはなしの広場」「せ

せらぎ園」の併設、一ツ浜保育園の改修により、新しく、安心、安全な保

育環境の整備を行います。

○０歳児を含む未満児保育、長時間保育、一時保育、障害児保育等、３園同

じレベルでの保育の充実を図ります。

○３園同じレベルでの保育をスタートするために、３園の定員規模は１６０

人～１７０人とします。
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現行 平成２３年度

現行の７園定員合計 第 二 保 育 園 １５０ １７０

７５０人 第 五 保 育 園 １２０ １７０

一ツ浜保育園 １８０ １６０

合 計 ４５０ ５００

保育園のクラス数・人員の推移 ４月１日現在

年度 定 員 年 齢 ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 合 計

クラス人員 1(7) 12 12 172 164 145 ５０６

１８ ７５０ クラス数 3 4 4 11 10 9 ４１

クラス人員 10 17 20 127 133 133 ４４０

２３ ５００ クラス数 5 5 4 9 6 6 ３５

クラス人員 10 20 22 106 108 108 ３７４

２７ ５００ クラス数 5 5 5 6 6 6 ３３

(注) (7)については年度末の実績

○通園バスを用意することにより、遠隔地の園児の足の確保。また車でない

と通園できない保育条件のある園児については、町としても保護者会にご

協力いただき、駐車場の確保に努めます。

（注）１．｢おはなしの広場｣…「ことば」に心配のある園児に対し、相談、

指導をしているところです。

「せせらぎ園」……「心身障害児通園訓練施設」であり、心身に

障害があり又は発達遅滞のある児童に対し心

身発達のための保育・訓練等を行う施設。

(１)子どもの生活環境の変化とこれからの保育の質

現 状

社会の急激な変化の中で、子どもたちに様々な影響が見受けられます。

子どもたちが家庭内や地域において人と関わる経験が少なくなり、人との関

わりが下手であったり、集団のルールが理解できず社会性に問題を持った子ど

もが増えてきています。

生活は夜型になり、生活のリズムの乱れやゲームに熱中し、自然に触れて遊

ぶ経験や、身体をおもいきり動かして遊ぶ経験が少なくなり、便利さの中での

身体の機能や体力の低下など、身体の成長のゆがみが見られます。

また、親との愛着関係が結べず、心が不安定であったり、自分に自信がもて

ず、心のゆがみを持つ子どもも増えています。保護者においても、子育ての孤

立化や子どもに関する理解不足から育児の不安や悩みをかかえる保護者が増大

しています。

乳幼児期は、子どもが生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要な時期であり、

このように子どもの育ちをめぐる環境が大きく変化している中で、保育園に期

待する役割が増大し、質の高い養護や教育機能が求められています。

(２)保育の質の向上をめざして

子どもは、自分が大切にされている安心感（愛情）の中で、心も身体も健や

かに育てられ、自ら伸びていく無限の可能性をもっています。



- 6 -

保育園の大きな役割は、子どもが現在を最も幸せに過ごし、やがて社会の一

員として生きていくために必要な力（信頼関係・自立・自発性）を育てること

だと思います。

◆安心して楽しい時間を過ごす保育

子どもが家庭を離れて長い一日を過ごす保育園で、一人ひとりの子どもが

安心して生活し、周りの人と楽しい時間を過ごすことを大事にします。

◆一人ひとりを大切にする保育

集団の中のひとりではなく、ひとりの人間としての人格を尊重（障害のあ

る子も皆同じと考え）し、一人ひとりの気持ちを受けとめ、成長を見守り支

援することで、一人ひとりの成長と集団（クラスや園全体）を育む保育をめ

ざします。

◆遊びの満足の中から育つ力を大切にする保育

子どもが十分に遊べる 時間と場を提供し、自らやってみたいという気持

ちが持てる保育内容をめざします。

◆人との関わりを大切にする保育

保育園という、同年代の仲間がいる場所だからこそ経験できる、年齢交流

を積極的に取り入れ、小さい子や弱い立場の人を思いやる気持ち、大きい人

に頼れる安心感や、頼りにされる喜びなど、いろいろな人と関わりを経験す

る中で、豊かな人間性を育てる保育をめざします。

◆自然との関わりを大切にする保育

五感を刺激する保育内容として、散歩や畑、飼育などで動植物や土に親し

んだり、四季折々の行事の体験をすることなどで、自然に関わる喜びの持て

る豊かな感性を育てる保育をめざします。

◆食経験を通して「食を営む力」を養う保育

保育園の食事は、子どもたちが「食を営む力」－「食べること」「生きる

こと」の基礎を養うことを目的としています。毎日の食事を通して、食事を

作る人を身近に感じ、作られた食事を美味しく、楽しく食べるといった経験

から学んでいけるよう、又、国の栄養基準をもとに安全な食品を使用し、手

作りを基本に行っています。

◆保護者との連携を深める保育

一人ひとりの子どもについて、必要な連絡を密にしたり、保育園の保育を

理解してもらうような情報の提供などにより、子どもの成長を保護者と共有

できる保育をめざします。

(３)幼児教育と小学校との連携について

幼稚園が少ない長野県、特に下諏訪町では元より幼保一元化（保育園でも託
児に終わらず、幼稚園的役割を担う幼児教育）保育を行なってきました。

昭和５４年に北小学校と第五保育園が幼児教育教育課程研究の指定（幼稚園、
保育園と小学校２年生までの児童の生活や発達の連続性をどのようにしたら良
いか。）を受けたことをきっかけに、「下諏訪町幼児教育研究会」が発足し、現
在に至っています。これだけ続いているこの研究会は、県下では他になく、全
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国でもまれで誇れる研究会といえます。
この会は、小学校と保育園の連携を積極的に図りながら、授業や保育を見合

い、実践を通してそれぞれの指導のあり方や子どもの見方を深め合い、幼児教
育の在り方を考え、研究を深め、下諏訪町の子どもたちの健やかな成長をめざ
してきました。
結果、保育園と小学校とが近い関係にあって、子どもの育ちの面なども連絡

を取り合ったり、小学校の先生が保育園に研修（実習）に訪れるなど、教育に
関わる内容や子どもの育ちの面から小学校と連携しながら培ってきたものを誇
りに、これからも大切に位置づけていきたいと思います。

(４)園児数と保育士数の推移と見込み

少子化、核家族化の進行や夫婦共働き世帯の増加及び女性の社会進出など、
社会状況の変化の中で保育ニーズが多様化しています。また、地域や家庭の
養育力の低下による子育ての孤立化や育児に対する負担感・不安感が増加し
ていることから、子育ての環境の充実が今まで以上に求められています。
手厚い保育を求めている以上、園児数が減ったからといって、保育士を極端
に減らすことは考えていません。

年 度 園 児 数 保 育 士 数 保育士１人当たりの園児数

昭和５７年 ９５８人 ６０人 １６．０

平成２年 ６０１人 ４５人 １３．４

１０ ５４４人 ４４人 １２．４

１５ ５４９人 ５６人 ９．８

１９ ５００人 ６１人 ８．２

２３ ４４０人 ５６人 ７．９

２７ ３７４人 ５２人 ７．２

（保育士数には園長は含まない）

(５)特別保育事業と子育て支援＜保育条件の統一＞

①３歳未満児保育の拡大
３歳未満児の入園児数は、年々増加傾向にあります。平成１８年度までは

３０人未満であったものが、平成１９年度当初は３２人となり、現在は４０
を受け入れています。全体の子どもの数は減少傾向にあるが、母親の就労の
増加等に伴い、今後３歳未満児の入園児童数は、増えることが予想されます。
統廃合後の３園では、最大６０人の受け入れが可能となります。

未満児(０歳～２歳) ４月１日現在

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

第 一 保 育 園 ５人 ９人

第 二 保 育 園 ２０人 ２０人 １８人 １９人

第 六 保 育 園 ７人 ７人 ２人 ４人

合 計 ２７人 ２７人 ２５人 ３２人

統廃合後の未満児(０歳～２歳)の定員

０歳児 １歳児 ２歳児 計

第 二 保 育 園 ４人 ８人 １２人 ２４人

一ッ浜保育園 ２人 ４人 ６人 １２人

第 五 保 育 園 ４人 ８人 １２人 ２４人

合 計 １０人 ２０人 ３０人 ６０人
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②延長保育（早朝、長時間保育）

母親の就労増加傾向に伴い、利用者が増加傾向にありましたが、平成１７

年度をピークに長時間利用者も減少傾向にあります。就労条件によっては時

間延長への希望もありますが、子どもとの関係を踏まえ、子どもの立場から、

できるだけ親子で過ごす時間を大切にし、母親から離れて生活する時間を安

易に増やすことは望ましいことではないと考えています。

現在「午前７時３０分から午前８時まで、午後４時から午後６時３０分ま

で」実施していますが、今後、保護者の就労形態やニーズを考慮し検討が必

要と考えます。

児童数の実績(延べ利用者数) ３月３１日現在

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

児 童 数 １,２０９人 １,２３５人 １,３１３人 １,２２０人

③土曜保育

「家庭において子どもと触れ合う機会を多くしたい」との願いから、土曜

日に保育ができる家庭については、家庭保育をお願いしている状況にあり、

平成１４年度から学校週５日制実施に伴い、多くの家庭から理解をいただい

ています。一方、土曜日の就労者も増加している状況にあります。

ただし、平成１９年度までの利用状況を見ると、当初、登録はするものの

実際に利用する方は１０人前後であり、効率的な運営を考えると従来どおり

の１園での保育が望ましいと考えます。今後、保護者の就労、ニーズの動向

に応じて実施園を増やしていくことは今後の課題です。

土曜保育の利用者数(平均) ３月３１日現在

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

希望数 登園数 希望数 登園数 希望数 登園数 希望数 登園数

３歳以上児 １６人 ９人 １５人 １２人 １０人 ７人 ７人 ５人

３歳未満児 ５人 ４人 ５人 ２人 ４人 ２人 ３人 １人

④障害児（手のかかる子ども）保育について

保育園で受け入れる障害児は、一般的には中程度までの障害児とし、集団

保育が可能で日々通園できる児童としています。

障害児というとらえ方も、従来の脳性麻痺、肢体不自由、ダウン症、発達

の遅れ、視覚・聴覚の障害、特別な疾病などであったが、近年は育てにくい

子どもとして、落ち着かない、コミュニケーションがとれない、友だちとの

トラブルが多い、大人の指示が受け入れられないなど、母親にとっても育て

にくく、保育士にとっても担任一人での対応が困難で、人手を必要とする子

どもが増大しています。

比較的重度の子どもも地域の子どもたちとの関わりや生活を重視し、保

育園での保育を希望することが増えると思われます。

障害児(手のかかる子ども)受け入れ状況 ４月１日現在

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度

児 童 数 １３人 １５人 １４人 １５人

○保育園では、集団に適応していくことが困難な子どもに対して、一人ひとり

の子どもの行動特徴の理解と丁寧な対応が必要であり、そのための研修を充

実します。
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○落ち着ける空間（部屋）の確保

○改築園は、施設面でのバリアフリーなどを取り入れ、より生活しやすい環境

を整えます。

○専門家との連携・・・下諏訪町では、県事業である地域障害児(者)、療育支

援事業に加え、町独自でも支援事業の拡大を行い、定期的に専門家に保育園

に入ってもらうことで、子どもの育ちへの指導をしていただいています。こ

れは、更にしっかり位置づけ、充実させていきます。

○第五保育園の中に入る、せせらぎ園、おはなしの広場との連携を図ります。

○小学校との連携を通して子ども育ちの連続性を図ります。

育てにくい面でのフォローだけでなく、障害を持つ子も周りの子どもたちも

共に育つ保育をめざすことが、保育の質の向上につながるのではないかと思

います。

今後、手のかかる子どもの保育に対して、適切な人員の配置や関係する機

関との連携もより深めながら、育てにくい子どもたちを含めた、広い意味で

手をかけなくてはならない子どもたちの保育を更に充実させていきます。

⑤一時保育事業

保護者の疾病・出産・冠婚葬祭・介護・職業訓練など、緊急時の保育需要

に対応するため、一時保育事業を平成１３年度から第六保育園で実施しまし

た。平成１７年度からは、母親のストレス解消(リフレッシュ)等、理由を問

わず全園で実施しています。引き続き全園で実施し、母親と子どもとの関係

を踏まえ、未満児の入所状況にも合わせながら、できるだけニーズに応えて

いきます。

一時保育利用状況(延べ利用人数) ３月３１日現在

平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

児 童 数 ２９２人 ２４６人 ４３７人 ６１４人

⑥相談事業

保育園では、「保育相談」という看板を掲示し、随時、保護者からの相談

を受け付けています。子育てに関する情報が氾濫している中、自分はどうし

たら良いかわからず混乱する親や、核家族ゆえに気軽に相談できる相手がい

ないため、一人で悩みや不安を抱えながら子どもに接している親がいます。

食事、生活リズム、友だち関係、お母さん同士の人間関係、発達の遅れな

ど、内容も様々です。

「いつでもどうぞ」と、門を開きお話しを聞くことで、即座に解決につな

がらないこともありますが、親自身の気持ちの整理ができたり、子育てのヒ

ントを見つけることもできます。

保護者の想いをまず受け止め、保育士としての専門技術と知識を生かしな

がら、共に良い方向を探っていくことが望ましく、更に充実させる必要があ

ります。

⑦地域の子どもやその保護者に対する子育て支援

○だっこの会のサポート

子どもが保育園、幼稚園の在園児及び未就園児の保護者を対象として、保
護者の自主性を尊重し、手軽に開き、身軽に集まり、気軽に話し合うことに
より、健全な子育てを推進することを目的とした、子育て勉強会（だっこの
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会）が、平成６年に発足しました。
各園毎に少人数グループ（６～１０人）を作り活動し、子育てテキストを

使っての勉強会、リトミック、水遊び、七夕飾り、ミニ運動会、園児との交
流などを開催して成果をあげ、町の子育て支援の一翼を担っています。今後、
３園になることによって、この活動が更に充実し、自立していくために支援
をしていきます。

（注）２．「リトミック」……音楽と動きを融合した教育

○保育園、園開放と一日入園の充実

保育園では、未就園児とその保護者を対象とした園開放日を実施し、遊び
の場の提供と家庭での生活と違った同年齢の友だちの中で遊ぶことで、親子
で人間関係を広めたり、園に親しんでいただく機会を設けています。

また、来入児を対象に、一日入園を年間にわたって実施し、友だちづくり
や保育園に慣れることで、入園をスムーズにしています。

園からの子育てアドバイスなどを行なう機会にもなり、保育園に入園して
いる子どもだけの保育でなく、未就園児を含めた保育、支援が一層求められ
ていることから、園開放日、一日入園の充実を更に図っていきます。

３ 保育園統廃合のスケジュールと留意事項

平成１９年度 第二保育園の全面改築工事設計
平成２０年度 第二保育園の全面改築工事（休園による分散保育）
平成２０年度 第五保育園の全面改築工事設計
平成２１年度 第五保育園の全面改築工事（休園による分散保育）
平成２２年度 一ツ浜保育園の改修工事設計・工事【保育は実施】
平成２２年度 第三保育園(交流センター)の修繕【保育は実施】
平成２３年度 第二・第五・一ツ浜保育園の３園スタート

（第一・第三・第六・第八の４園を廃園）

統廃合に伴う留意事項

①通園バス、駐車場確保について

通園バスは、安全な運行を第一に保護者と連絡を密にし、運行順路は、

保護者会と共に検討し、決めていきます。

駐車場の確保については、保護者会と協力し、確保に努めます。

廃 園第 八 保 育 園

廃 園第 六 保 育 園

３園 ス タート解体・改築工 事

（休園 ）

意 見要望 聴取

改 築実施 設計
第 五 保 育 園

３園 ス タート改修工 事一 ツ浜 保 育 園

交 流セ ンター開 設　　　　　　　耐震 ・設計

　　　　　　　修繕
第 三 保 育 園

３園 ス タート解 体・改 築工事

（休 園）

耐震 診断

意見 要望聴 取

改築 実施設 計

第 二 保 育 園

廃 園第 一 保 育 園

平成２３年度平成２２年度平成２１年度平成２０年度平成１９年度
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②第二保育園全面改築工事期間中の分散保育について

全面改築工事期間中の通園に関して、平成１９年６月にアンケートを実

施した結果「分散保育」になりました。他の６園での受け入れは可能であ

りますが、希望に添った分散保育を実施するに当たり、より正確な人数を

把握するため、新たに１０月中に調査をいたします。

第二保育園分散保育のアンケート結果

分散保育受け入れ可能状況 (H19.9.1 現在)

③統廃合後の通園区域について

園児の対象人数を調査した結果、ある地域に集中しており、一園に集中す

ることが考えられます。

したがって基本的に３園どこでも通園できますが、ある程度の区域割りが

必要と考えています。

現在「だっこの会」「保護者会連合会の役員」と具体策について協議を進

めており、保育園運営協議会でも検討しています。

（この区域(案)は、Ｈ１９．８．１現在の児童の居住状況調査をし、定員に合わせて区域

割(案)をたたき台として作成したものです。）

現年齢 第三保 第五保 第八保 ﾊﾞｽ利用 一ッ浜 合計 現年齢 第一保 第三保 第六保 その他 合計

２歳 3 1 1 1 1 7 ０歳 1 1

３歳 2 3 7 5 5 22 １歳 1 2 1 1 5

４歳 7 6 3 16 ２歳 6 3 1 10

５歳 3 5 2 2 12 ３歳 7 1 2 10

合計 15 15 10 8 9 57 ４歳 6 4 10

５歳 4 5 9

合計 25 15 3 2 45

保
育
条
件
な
し

保
育
条
件
あ
り

定員 在園児 可能 定員 在園児 可能 定員 在園児 可能 定員 在園児 可能 定員 在園児 可能 定員 在園児 可能 定員 在園児 可能

第二保育園 0 4 △ 4 7 △ 7 16 △ 16 27 △ 27 33 △ 33 0 87 △ 87

第一保育園 4 4 8 2 6 12 6 6 34 6 28 26 15 11 52 32 20 136 61 75

第三保育園 0 0 12 12 20 20 26 13 13 26 15 11 84 28 56

一ッ浜保育園 0 0 0 48 48 52 44 8 52 46 6 152 90 62

第五保育園 0 0 0 34 34 50 23 27 52 25 27 136 48 88

第六保育園 2 2 4 2 2 12 1 11 16 3 13 13 10 3 13 10 3 60 26 34

第八保育園 0 0 0 16 16 26 7 19 26 6 20 68 13 55

合　計 6 0 6 12 8 4 36 14 22 168 25 143 193 139 54 221 167 54 636 353 283

合計

（平成19年度卒園児を除く）

４歳児 ５歳児３歳児０歳児 １歳児 ２歳児
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④第五保育園の全面改築期間中の分散保育について

全面改築工事期間中は、基本的に「第八保育園」への通園を考えていま

す。その場合は、通園バスの用意、駐車場の確保をしていきます。

学校通学区域を考慮し、第二保育園、第三保育園に少しの園児の受け入

れも可能です。

保護者の方と十分話し合いを持ち、分散保育の協力をお願いしたいと考

えています。

⑤第三保育園を活用した「子育て支援センター」と「高齢者と子どもの交流

の場」の開設を進めます。

現在の子育て支援センターは、手狭なことから町の中心地（第三保育

園）に移し、広さを確保するとともに、より充実した子育て支援センター

事業を進めます。また、「高齢者間の交流の場」と「幼老交流の場」等とし

て、「交流センター」の開設を進めます。

⑥廃園の有効利用

廃園する保育園の後利用については、地域の皆さんとも相談しながら、

今後検討していきます。

４ 当面のスケジュール

平成１９年度

９月 ３日 町議会へ補正予算案提出

９月２６日～ 保護者説明会

１０月４日

９月２８日～ 第二保育園全面改築設計プロポーザル募集

１０月３１日

１０月 第二保育園分散調査

１０月２４日 入園説明会（来入児の）

１１月５日～９日 入園申込受付

１１月上旬 第二保育園全面改築設計プロポーザル審査

１１月～３月 第二保育園全面改築実施設計

保護者説明会

月 日 場 所 時 間

９月２６日（水） 第二保育園 １４時～１６時

９月２７日（木） 一ッ浜保育園 １４時～１６時

９月２８日（金） 第八保育園 １４時～１６時

１０月 １日（月） 第三保育園 １４時～１６時

１０月 １日（月） 文化センター １９時～２１時

１０月 ２日（火） 第一保育園 １４時～１６時

１０月 ３日（水） 第六保育園 １４時～１６時

１０月 ４日（木） 第五保育園 １４時～１６時
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資料１ 町総合計画と町行財政経営プラン

※ 町総合計画（抜粋） 平成１８年度から平成２７年度まで

現状と課題

現在、保育園は７園で運営されていますが、入園児は少子化の影響から減

少ないし横這い傾向にあります。

今後の保育行政については、児童数の動向や保育のあり方を考えるなかで、

統廃合を含めた施設整備及び遊休保育室の有効活用などを検討する必要があ

ります。

施策の方針

家庭、地域社会との連携強化により、幼児が生活のなかで得る経験を基に、

発達段階に応じて、親と子どもがともに学びとる力、創り出す力、協力する

心、そしてやる気を育成します。

一時保育、長時間保育、障害児保育などは、保育内容の質的充実を図り、

子育ての悩み、育児相談などができる環境づくりに努めます。

また、保育園の効果的な運営を考えるなか統廃合などについて検討を進め

ます。

施策の展開

保育形態の充実

一時保育の全園実施、未満児保育の拡充

保護者の就労形態に合わせた長時間保育の拡充

障害児保育の充実

保育園と地域及び世代間の交流

地域及び高齢者等世代間交流の拡充

保育園の適正規模化の推進

園児数に見合う運営費用の検討

保育施設等の充実整備

老朽化している園舎の修繕、備品等の充実

保育園運営計画に沿った言語指導等多機能化保育の推進

※ 町行財政経営プラン（抜粋） 平成１８年度から平成２７年度まで

基本的視点

多様化、高度化、複雑化する住民ニーズに対し、町の財政面では厳しい材

料ばかりです。

今後、町が持続可能な自治体として健全に伸展していくためには財政構造

の改革を避けて通れない重要課題となります。高度成長に支えられ肥大化し

てきた行政サービスを見直し、将来世代への負担を考慮しながら、財政規模

に応じた適正な行政体として再構築するには、行政運営から行財政経営への
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転換を図り、「身の丈」に応じた行財政経営に移行するとともに住民参加と

民公協働のまちづくりを推進し、財政力に見合った施策、計画を選択、決定

して着実に実行していくことが重要です。

今回のプランでは、厳しい財政状況下にあっても、単に消極的、後ろ向き

になるのではなく、真に必要な行政施策を効果的、計画的、優先的に推進で

きる簡素で効率的な行政体系を整備しながら、将来に向けて新しい行財政経

営の基盤が築けるよう次の視点で検討します。

１ 行政の転換「行政運営から行財政経営へ」

２ 財政の改革「単年度予算から中長期経営へ」

３ 身の丈にあった行財政経営

４ 協働、連携を重視した経営

具体的な取り組み

１ 行財政経営への転換

（１）財政硬直化の改善

① 人件費の削減

② 公債費の縮減

（２）職員意識・意欲の向上と発想の転換

（３）組織機構の見直し

２ 中長期経営への転換

（１）投資的事業の考え方

① 基金積み立てによる事業費の確保

② 世代間の公平確保と起債の借り入れ

（２）投資的事業の進め方

① 安心、安全の確保と施設整備

建設、改修が必要な公共施設の整備は、多額の事業費と将来の維持

経費が発生することから、人口推計に基づく適正な規模とし、町の特

色を生かしながら将来的な財政負担への影響に配慮した標準的な内容

とする必要があります。また、建物の耐用年数や老朽化に伴う危険性

等を勘案し計画的に検討します。

耐震化については、大規模地震などの予知できない災害の避難施設

確保の観点から施設の位置的条件と構造的に昭和５６年の建築基準法

改正前に建設された地震に特に弱いとされる建物のうち、①木造建築、

②鉄骨造、③鉄筋コンクリート造の順で整備し、用途別には、①義務

教育施設、子育て支援に資する施設、社会生活上必要な施設、②保健

体育、文化施設、③趣味、娯楽等の施設の優先順位で順次計画的に進

めます。

③ 保育園統廃合の方向性

平成１２年、保育園運営検討委員会の答申を基本に、園舎の老朽化、

運営費、環境、保育形態の多様化等について検討を重ねてきました。

近年の少子化に伴い保育対象人員が減少するなかで、老朽化に伴う節

整備費の増、多様化する保育ニーズによる人件費の増を考慮し、町の

規模と地形にあった適正な保育園の統廃合を検討します。
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資料２ 保育園統廃合の検討経過

昭和６３年「保育園建設に係る諮問委員会」答申

平成 ７年「保育園運営委員会」答申

平成１２年「保育園運営検討委員会」民間委員答申

第一・第三・第六・第八を廃園、新保育園建設

平成１６年「保育園運営計画」策定

第一・第六・第八を廃園、新保育園の建設計画

平成１８年「総合計画」「行革大綱」「行財政経営プラン」３計画スタート

耐震施設整備、統廃合の検討、新設園計画

「保育園あり方検討委員会」民間委員答申

中 間 答 申 書（抜粋）

平成１８年８月２９日、当委員会に対し、諮問のありましたことについて、

別紙のとおり中間答申いたします。

平成１８年１２月８日

下諏訪町長 様

下諏訪町保育園あり方検討委員会

１ 諮問事項

（１）保育園の統廃合について

（２）保育園の改築・改修について

２ 審議経過

平成１２年答申、平成１６年運営計画・平成１８年行財政経営プランの資

料等をもとに８月２９日から５回にわたり審議した結果、（１）保育園の統

廃合及び（２）保育園の改築、改修について、下記のとおり中間答申をいた

します。

３ 答申事項

（１）保育園の統廃合について

近年の少子化に伴ない保育対象人数の減少、園舎の老朽化、運営費、

保育形態の多様化、保護者のニーズ等社会環境に適応した園の運営形態、

今後の町の人口推計等を考慮すると、町の規模としては３園で運営する

のがよいと考えます。

根拠

① 平成２５年（統廃合終了目標）の保育児予測数 ３９０～４００名

② １園の適正規模（各年２クラス以上） １５０名前後

③ 国の人口当たりの保育園数の標準的基準 １０万人で１１園

④ 保育園の削減により、３園の質的充実を可能とする。

町の地形的配置や園舎の面積を考慮すると第二保育園・第五保育園・

一ツ浜保育園の３園で運営することが効果的と考えます。
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したがって、統廃合に伴う廃園の対象は第一保育園・第三保育園・第

六保育園・第八保育園とし、町の中心地にある第三保育園など廃園につ

いては、今後の有効利用も検討することが必要です。

根拠

① 現在１５０名規模に対応できる園の敷地保有

② ３園のバランスのとれた位置関係

③ 自然に恵まれた環境

（２）保育園の改築・改修について

第五保育園については、老朽化が進み大規模な改修が必要であり、多

額な経費を要することから、今後の３園の立地バランスを考えると、現

在地での全面改築が適当と考えます。

第二保育園については、早急に耐震対策及び保育環境改善のための改

修をすべきであると考えます。

一ツ浜保育園についても、必要な修繕を実施していくべきと考えます。

なお、同時実施は、工事中の園児の保有に支障をきたします。園児の

安全確保を最優先と考えると、短期間に改築・改修を実施する必要があ

り、そのためには第二保育園の改修後、第五保育園の全面改築を行うこ

とが良いと考えます。

但し、行財政経営プラン上、予算の問題も考えられるため、工事の順

番については、理事者の総合判断をお願いします。

（３）統廃合、改築・改修にあたっての配慮事項

① 通園距離が長くなること、近年の母親の就業率の高まりなどを考え、

通園バスの運行、または、駐車場の確保が必要です。

② ３園に集約されるため、長時間保育・未満児保育・一時保育・障害

児保育など保育内容の全園実施が必要です。

③ ３園とも１５０名前後の園児を想定した整備が良いと考えます。

④ 保護者や保育関係者等の理解が十分得られるよう進めていただき、

要望、意見を十分反映させることが必要です。

また、行財政経営プランのスケジュール内には終了するよう、早

期に進めることが重要です。

最後に、平成１２年の答申から、数回にわたり検討されてきているた

め、本答申を参考に早急な保育園の統廃合、改築・改修を実施していく

ことを期待します。
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答 申 書（抜粋）

平成１８年８月２９日、当委員会に対し、諮問のありましたことについて、

別紙のとおり答申いたします。

平成１９年３月２８日

下諏訪町長 様

下諏訪町保育園あり方検討委員会

１ 諮問事項

（１）保育園の統廃合について

（２）保育園の改築・改修について

２ 審議経過

平成１２年答申、平成１６年運営計画・平成１８年行財政経営プランの資

料等をもとに８月２９日から５回にわたり審議し、（１）保育園の統廃合及

び（２）保育園の改築、改修については、１２月８日に中間答申をいたしま

した。その後２回にわたり審議した結果、下記のとおり答申をいたします。

審議内容

町を取り巻く保育の現状について

① 保育児童の推移と保育需要の予測（定員の充足状況）

現在の保育児童は５１０人が利用しているが、平成２５年度（統廃合

終了目標年次）の保育児童予測数は３９０～４００名で、現在の定員は

７５０名で充足率は７０％であり、平成２５年では５５％を割る状況に

なる。

現在、長時間保育は４園で実施、未満児保育は３園で受け入れ、一時

保育と障害児保育は全園で行っているが、中間答申の保育園３園の運営

により、未満児保育・長時間保育・障害児保育等の充実を均一的に図る。

② 今後の方向性

効率的な運営とコスト削減のため、指定管理者制度や公設民営化及び

認定子ども園等について検討したが、３園で運営することが効果的であ

るとのことで、今のところは現在の状況で運営するのが望ましいと思わ

れる。

３ 答申の考え方

諮問事項（１）（２）において答申しましたとおり、保育の質の向上と

効率的運営については、当面は既存の公設公営によりる町立保育園３園の

運営で改善されるものと考えます。３園での運営により、現在の各保育園

の少人数保育の解消と保育士の集中化により、こども・保育士ともに切磋

琢磨する機会増加し、また各園でバラバラである長時間保育・未満児保育

などの対応も充実がはかられ、総合的に保育の質が向上するものと期待で

きます。
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資料３ 保 育 園 の 現 状 と 経 費 （主なもの）
平成１８年度

第一保育園 第二保育園 第三保育園 第五保育園 第六保育園 第八保育園 一ツ浜保育園 合 計

定 員 ９０人 １５０人 ９０人 １２０人 ６０人 ６０人 １８０人 ７５０人

児 童 数 ６９人 １１５人 ５６人 ８０人 ３３人 ２２人 １３１人 ５０６人

ク ラ ス 数 ７ １３ ３ ５ ４ ２ ７ ４１

経 費

人 件 費 １４人 ４４,５７８千円 ２４人 ８１,６５６千円 ８人 ２９,６６１千円 １１人 ３８,９５２千円 ８人 ２９,９５７千円 ５人 ２０,５１８千円 １７人 ５３,８６８千円 ８７人 ２９９,１９０千円

正規保育士・栄養士 ５人 ２７,７０１千円 １０人 ５５,４０２千円 ４人 ２２,１６１千円 ５人 ２７,７０１千円 ４人 ２２,１６１千円 ３人 １６,６２０千円 ６人 ３３,２４０千円 ３７人 ２０４,９８６千円

臨時嘱託保育士 ６人 １１,２５０千円 １０人 １８,７５０千円 ２人 ３,７４９千円 ４人 ７,５００千円 ２人 ３,７４９千円 １人 １,８７５千円 ８人 １５,０００千円 ３３人 ６１,８７３千円

臨時嘱託調理員 ３人 ５,６２７千円 ４人 ７,５０４千円 ２人 ３,７５１千円 ２人 ３,７５１千円 ３人 ５,６２８千円 １４人 ２６,２６１千円

公社委託調理員 ２人 ４,０４７千円 １人 ２,０２３千円 ３人 ６,０７０千円

需 用 費 ７,９６６千円 １１,２２６千円 ６,１４２千円 ７,３１５千円 ４,９６８千円 ３,０８６千円 １１,１２６千円 ５１,８２９千円

消耗品燃料光熱水費 ３,２６８千円 ４,４７３千円 ２,５７５千円 ３,０２８千円 １,８８３千円 １,５１１千円 ４,３２７千円 ２１,０６５千円

修 繕 費 ４３４千円 ３５１千円 ６０千円 ８３１千円 ２６千円 ４５７千円 ２,１５９千円

賄 材 料 費 ４,２６４千円 ６,７５３千円 ３,２１６千円 ４,２２７千円 ２,２５４千円 １,５４９千円 ６,３４２千円 ２８,６０５千円

役 務 費 ３０２千円 ３０２千円 ２１３千円 ２７０千円 ２８０千円 ２１０千円 １６３千円 １,７４０千円

通信運搬費（電話代） １７１千円 ２５４千円 ９６千円 １２５千円 １５１千円 ８５千円 １０６千円 ９８８千円

手 数 料 (１,２９４千円)

火 災 保 険 料 １３１千円 ４８千円 １１７千円 １４５千円 １２９千円 １２５千円 ５７千円 ７５２千円

委 託 料（管理補助外） ９９１千円 ９９１千円 ９９１千円 ９９１千円 ９９１千円 ９９１千円 ９９１千円 ６,９３７千円

使用料及び賃借料

調理室除菌機 ９９千円 ９８千円 ９８千円 ９８千円 ９８千円 ９８千円 ９９千円 ６８８千円
（３５５千円）

原 材 料 費 （４７２千円）

備 品 購 入 費 （２,０４７千円）

負担金補助交付金 （６３０千円）

公 課 費 （９千円）

合 計 ５３,９３６千円 ９４,２７３千円 ３７,１０５千円 ４７,６２６千円 ３６,２９４千円 ２４,９０３千円 ６６,２４７千円 ３６０,３８４千円

児童１人当たり経費 ７８１,６８１円 ８１９,７６５円 ６６２,５８９円 ５９５,３２５円 １,０９９,８１８円 １,１３１,９５５円 ５０５,７０２円 ７１２,２２１円

備 考



資料４ 平成２３年度における統廃合後の状況と経費（主な見込額）
第 二 保 育 園 第 五 保 育 園 一 ッ 浜 保 育 園 合 計

平成１８年度 増 減 平成２３年度 平成１８年度 増 減 平成２３年度 平成１８年度 増 減 平成２３年度 平成１８年度（７園） 増 減 平成２３年度（３園）

定 員 １５０人 ＋２０人 １７０人 １２０人 ＋５０人 １７０人 １８０人 △２０人 １６０人 ７５０人 △２５０人 ５００人

児 童 数 １１５人 ＋３４人 １４９人 ８０人 ＋６６人 １４６人 １３１人 ＋１４人 １４５人 ５０６人 △６６人 ４４０人

ク ラ ス 数 １３ ０ １３ ５ ＋７ １２ ７ ＋３ １０ ４１ △６ ３５

経 費 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

人 件 費 ２４人 ＋ ３人 ２７人 １１人 ＋ １４人 ２５人 １７人 ＋ ５人 ２２人 ８７人 △ １３人 ７４人
８１,６５６ ＋１２,９４９ ９４,６０５ ３８,９５２ ＋４８,２３８ ８７,１９０ ５３,８６８ ＋２７,６９７ ８１,５６５ ２９９,１９０ △ ３５,８３０ ２６３,３６０

正規保育士・栄養士 １０人 ＋ ２人 １２人 ５人 ＋ ６人 １１人 ６人 ＋ ５人 １１人 ３７人 △ ３人 ３４人
５５,４０２ ＋１１,０７８ ６６,４８０ ２７,７０１ ＋３３,２３９ ６０,９４０ ３３,２４０ ＋２７,７００ ６０,９４０ ２０４,９８６ △ １６,６２６ １８８,３６０

臨時嘱託保育士 １０人 ０人 １０人 ４人 ＋ ５人 ９人 ８人 △ １人 ７人 ３３人 △ ７人 ２６人
１８,７５０ ０ １８,７５０ ７,５００ ＋ ９,３７５ １６,８７５ １５,０００ △ １,８７５ １３,１２５ ６１,８７３ △ １３,１２３ ４８,７５０

臨時嘱託調理員 ４人 ＋ １人 ５人 ２人 ＋ ３人 ５人 ３人 ＋ １人 ４人 １４人 ０人 １４人
７,５０４ ＋ １,８７１ ９,３７５ ３,７５１ ＋ ５,６２４ ９,３７５ ５,６２８ ＋ １,８７２ ７,５００ ２６,２６１ △ １１ ２６,２５０

公社委託調理員 ３人 △ ３人 ０人
６,０７０ △ ６,０７０ ０

需 用 費 １１,２２６ ＋ ３,３９０ １４,６１６ ７,３１５ ＋ ７,００７ １４,３２２ １１,１２６ ＋ ３,０９８ １４,２２４ ５１,８２９ △ ８,６６７ ４３,１６２
消耗品燃料光熱水費 ４,４７３ ＋ １,７２５ ６,１９８ ３,０２８ ＋ ３,０４５ ６,０７３ ４,３２７ ＋ １,７０５ ６,０３２ ２１,０６５ △ ２,７６２ １８,３０３
修 繕 費 ６０ △ ６０ ０ ４５７ △ ４５７ ０ ２,１５９ △ ２,１５９ ０
賄 材 料 費 ６,７５３ ＋ １,６６５ ８,４１８ ４,２２７ ＋ ４,０２２ ８,２４９ ６,３４２ ＋ １,８５０ ８,１９２ ２８,６０５ △ ３,７４６ ２４,８５９

役 務 費 ３０２ ０ ３０２ ２７０ ０ ２７０ １６３ ０ １６３ １,７４０ △ １,００５ ７３５
通信運搬費（電話代） ２５４ ０ ２５４ １２５ ０ １２５ １０６ ０ １０６ ９８８ △ ５０３ ４８５
手 数 料
火 災 保 険 料 ４８ ０ ４８ １４５ ０ １４５ ５７ ０ ５７ 7 ５２ △ ５０２ ２５０

委 託 料（管理補助外） ９９１ ０ ９９ 1 ９９１ ０ ９９１ ９９１ ０ ９９１ ６,９３７ △ ３,９６４ ２,９７３

使用料及び賃借料

調理室除菌機 ９８ ０ ９８ ９８ ０ ９８ ９９ ０ ９９ ６８８ △ ３９３ ２９５

原 材 料 費

備 品 購 入 費

負担金補助交付金

公 課 費

合 計 ９４,２７３ +１６,３３９ １１０,６１２ ４７,６２６ +５５,２４５ １０２,８７１ ６６,２４７ +３０,７９５ ９７,０４２ ３６０,３８４ △４９,８５９ ３１０,５２５

児童１人当たり経費 ８１９,７６５円 ７４２,３６２円 ５９５,３２５円 ７０４,５９６円 ５０５,７０２円 ６６９,２５５円 ７１２,２２１円 ７０５,７３９円

備 考
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